
○佐賀県産業廃棄物税条例施行規則
平成17年3月25日
佐賀県規則第32号

佐賀県産業廃棄物税条例施行規則をここに公布する。
佐賀県産業廃棄物税条例施行規則

(趣旨)
第1条　この規則は、佐賀県産業廃棄物税条例(平成16年佐賀県条例第30
号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(用語)

第2条　この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例によ
る。
(賦課徴収)

第3条　産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほ
か、佐賀県県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号。以下「県税
条例施行規則」という。)の定めるところによる。

2　この規則に定めるものを除くほか、産業廃棄物税の賦課徴収に係る書
類の様式は、県税条例施行規則に定めるものに所要の調整を加えた様式
によるものとする。

(平21規則57・平29規則25・一部改正)
(諸様式)

第4条　条例及び規則の規定に規定する書類の様式は、次の表に掲げると
ころによるものとする。

様式第1号 産業廃棄物税課税免除施設承認
申請書

規則第5条第2
項

様式第2号 産業廃棄物課税免除施設承認
(不承認)通知書

規則第5条第3
項

様式第3号 産業廃棄物課税免除事由消滅届
出書

規則第5条第4
項

様式第4号 廃棄物課税免除施設承認取消通
知書

規則第5条第5
項

様式第5号 産業廃棄物税特別徴収義務者登
録申請書

条例第11条第
1項

様式第6号 産業廃棄物税特別徴収義務者消
滅届出書

条例第11条第
5項

様式第7号 産業廃棄物税特別徴収義務者登
録事項変更届

条例第11条第
6項

様式第8号 産業廃棄物税特別徴収義務者登
録通知書

条例第11条第
2項

様式第9号 産業廃棄物税特別徴収義務者証 条例第11条第
2項
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様式第10
号

産業廃棄物税特別徴収義務者証
再交付申請書

規則第8条第1
項

様式第11
号

産業廃棄物税納入・納付申告書 条例第12条第
1項及び条例
第15条第1項

様式第12
号

産業廃棄物税徴収猶予申請書 条例第13条第
2項

様式第13
号

産業廃棄物税の還付・納入義務
の免除申請書

条例第14条第
2項

様式第14
号

産業廃棄物税修正申告書 条例第15条第
3項

様式第15
号

産業廃棄物税減免申請書 条例第16条第
2項

様式第16
号

焼却施設又は最終処分場の設置
等届出書

条例第17条第
1項

様式第17
号

焼却施設又は最終処分場の届出
事項変更届出書

条例第17条第
2項

様式第18
号

産業廃棄物税徴収猶予(承認・
不承認)通知書

規則第10条

様式第19
号

産業廃棄物税徴収不能額等の還
付(納入義務免除)承認(不承認)
通知書

条例第14条第
4項

様式第20
号

産業廃棄物税更正(決定)・加算
金決定通知書

条例第18条

様式第21
号

産業廃棄物税納付(納入)書 条例第12条第
1項、条例第1
5条第1項及び
第3項並びに
条例第19条

(循環型社会の実現に寄与するものとして規則で定める課税の免除)
第5条　条例第5条第1号に規定する規則で定める搬入とは、次に掲げる施
設への搬入で、当該施設を有する事業者の申請により佐賀県税事務所長
が承認したものとする。
(1)　自ら排出する産業廃棄物を焼却処理する際の熱を回収し、自らの
製品の製造に必要とされる熱処理の工程において利用している焼却施
設

(2)　産業廃棄物を焼却処理する際の熱を回収することにより発電を行
う焼却施設。ただし、当該発電に伴う電力により自己のすべての事業
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活動を維持していると認められる施設であって、余剰電力の供給(有
償の場合に限る。)を行っているものに限る。

(3)　産業廃棄物を原料又は原料及び燃料として、焼却処理の過程を通
じて自らの製品を製造する焼却施設

(4)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下
「廃棄物処理法」という。)第15条の3の3第1項の知事の認定を受けた
焼却施設

2　前項に掲げる施設への搬入に対する課税の免除を受けようとする者
は、産業廃棄物税課税免除施設承認申請書を佐賀県税事務所長に提出し
なければならない。

3　佐賀県税事務所長は、前項の申請書を受理した場合において、その承
認の適否を決定したときは、産業廃棄物課税免除施設承認(不承認)通知
書により通知するものとする。

4　前項の承認を受けた焼却施設が、第1項の要件に該当しなくなるとき
は、当該施設を有する者は、あらかじめ産業廃棄物税課税免除事由消滅
届出書を佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

5　佐賀県税事務所長は、前項の届出書が提出された場合又は職権により
第3項の承認を受けた施設が第1項の要件を欠くに至ったと認めた場合
は、遅滞なく、産業廃棄物税課税免除施設承認取消通知書により承認を
取り消すものとする。

(平21規則57・平22規則30・平27規則30・一部改正)
(公益上その他の事由により課税が不適当なものとして規則で定める課
税の免除)

第6条　条例第5条第2号に規定する規則で定める搬入とは、次に掲げる搬
入とする。
(1)　法令等により焼却処理が義務付けられている産業廃棄物の焼却施
設への搬入

(2)　天災その他の災害により排出された産業廃棄物の焼却施設又は最
終処分場への搬入

(3)　その他課税が不適当と佐賀県税事務所長が認める搬入
(平21規則57・一部改正)

(換算して得た重量)
第7条　条例第6条第2項の規則で定めるところにより換算して得た重量
は、次の表の左欄に掲げる産業廃棄物の種類(種類ごとに体積を計測で
きない産業廃棄物にあっては、その主たる産業廃棄物の種類)に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げる換算係数を当該産業廃棄物の体積に乗じて
得た重量とする。

産業廃棄物の種類 換算係数

1　燃え殻 1.14

2　汚泥 1.10

3　廃油 0.90

4　廃酸 1.25

5　廃アルカリ 1.13

6　廃プラスチック類 0.35

7　紙くず 0.30
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8　木くず 0.55

9　繊維くず 0.12

10　動植物性残さ 1.00

11　動物系固形不要物 1.00

12　ゴムくず 0.52

13　金属くず 1.13

14　ガラスくず、コンクリートくず(工作物
の新築、改築又は除去に伴って生じたも
のを除く。)及び陶磁器くず

1.00

15　鉱さい 1.93

16　がれき類 1.48

17　家畜のふん尿 1.00

18　家畜の死体 1.00

19　ばいじん 1.26

20　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令(昭和46年政令第300号。以下この表
において「廃棄物処理法施行令」とい
う。)第2条第13号に掲げる産業廃棄物

1.00

備考
1　この表の第1号から第6号までに掲げる産業廃棄物の
種類は廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる産業廃
棄物とし、同表の第7号から第19号までに掲げる産業
廃棄物の種類は廃棄物処理法施行令第2条第1号から第
12号までの各号にそれぞれ掲げる産業廃棄物とする。

2　この表の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数
とする。

(平27規則30・一部改正)
(特別徴収義務者の証票を紛失した場合の措置等)

第8条　条例第11条第2項の規定により特別徴収義務者の証票の交付を受け
た者は、その証を紛失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したとき
は、遅滞なく、産業廃棄物税特別徴収義務者証再交付申請書に証の紛失
等の事実を記載し、佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

2　佐賀県税事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、
その紛失等の事実に誤りがないと認めたときは、産業廃棄物税特別徴収
義務者証を再交付しなければならない。

(平21規則57・一部改正)
(条例第13条第1項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手
続等)
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第9条　条例第13条第1項の規則で定める要件は、同条第2項の規定による
徴収の猶予の申請をした特別徴収義務者が当該申請をした日前3年以内
において産業廃棄物税に係る徴収金について滞納処分を受けたことがな
く、かつ、最近における産業廃棄物税に係る徴収金の納入状況からみて
その徴収の猶予がされた期間の末日までに当該徴収猶予に係る産業廃棄
物税を納入することが確実と認められることとする。
(徴収猶予に係る通知)

第10条　佐賀県税事務所長は、条例第13条第2項の申請書を受理した場合
は、その処分を決定し、産業廃棄物税徴収猶予(承認・不承認)通知書に
よって、これを通知するものとする。

(平21規則57・一部改正)
(帳簿の記載事項)

第11条　産業廃棄物税の特別徴収義務者及び条例第15条第1項に規定する
産業廃棄物税の納税者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければなら
ない。
(1)　産業廃棄物の施設への搬入年月日
(2)　搬入された産業廃棄物の種類及び重量
(3)　搬入された産業廃棄物の体積(条例第6条第2項の規定により当該産
業廃棄物の重量を換算して得た場合に限る。)

(4)　産業廃棄物税の特別徴収義務者にあっては、産業廃棄物の焼却処
理又は埋立処分の委託者の氏名又は名称及び廃棄物処理法第12条の3
の規定により交付された産業廃棄物管理票の交付番号
附　則

(施行期日)
1　この規則は、佐賀県産業廃棄物税条例の施行の日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)

2　条例附則第2項の規定により条例の施行の日前においても行うことがで
きるとされる手続は、施行日前においてもこの規則に定める様式により
行うことができる。

附　則(平成18年規則第59号)
(施行期日)

1　この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する
様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用する
ことができる。

附　則(平成19年規則第42号)
(施行期日)

1　この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法
律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合において
は、この規則による改正後の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則の規定に
かかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、
なお従前の例による。

3　この規則による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する
様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用する
ことができる。

附　則(平成19年規則第73号)抄
(施行期日)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html?id=j13_k1
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html?id=j13_k2
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html?id=j13_k2
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html?id=j15_k1
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html?id=j6_k2
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001252.html#e000000547
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html?id=f1_j0_k2
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001211.html


1　この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物
税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、
使用することができる。

附　則(平成21年規則第57号)
(施行期日)

1　この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規
則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則
に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をし
て使用することができる。

附　則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則(平成25年規則第42号)
(施行期日)

1　この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税
条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用
紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができ
る。

附　則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附　則(平成27年規則第67号)
(施行期日)

1　この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、原子力発電施設等立
地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、佐賀県産業廃
棄物税条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施
行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施
行規則、佐賀県核燃料税条例施行規則、半島振興対策実施地域における
県税の不均一課税に関する条例施行規則及び地方活力向上地域における
県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、
当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

附　則(平成28年規則第1号)
(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物
税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、
所要の調整をして使用することができる。

附　則(平成28年規則第30号)抄
(施行期日)

1　この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)

2　行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前
の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについて
は、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐



賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃
料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3　この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀
県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料
税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、
所要の調整をして使用することができる。

附　則(平成29年規則第25号)抄
(施行期日)

1　この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附　則(平成31年規則第35号)

(施行期日)
1　この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄
物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する
間、所要の調整をして使用することができる。

附　則(令和元年規則第6号)
(施行期日)

1　この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)

2　第1条の規定による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、食品衛
生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則、浄化槽法施行細則及び佐賀県宅
地建物取引業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存
する間、所要の調整をして使用することができる。

附　則(令和2年規則第17号)
(施行期日)

1　この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する
様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

附　則(令和3年規則第19号)
(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2　この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用
紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号
(平22規則30・平27規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018292.rtf


様式第2号
(平28規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018293.rtf


様式第3号
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018294.rtf


様式第4号
(平28規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018295.rtf


様式第5号
(平27規則67・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018296.rtf




様式第6号
(平27規則67・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018297.rtf


様式第7号
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018298.rtf


様式第8号
(平28規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018299.rtf


様式第9号
(令元規則6・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00013584.rtf


様式第10号
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018300.rtf


様式第11号その1(焼却施設用)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018301.rtf




様式第11号その2(最終処分場用)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018302.rtf






様式第12号
(令2規則17・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018303.rtf




様式第13号その1(焼却施設用)
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018304.rtf


様式第13号その2(最終処分場用)
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018305.rtf


様式第14号その1(焼却施設用)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018306.rtf




様式第14号その2(最終処分場用)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018331.rtf






様式第15号
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018307.rtf


様式第16号
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018308.rtf


様式第17号
(令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018309.rtf


様式第18号
(平28規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018311.rtf


様式第19号
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018312.rtf


様式第20号
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則19・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00018313.rtf




様式第21号
(平18規則59・平19規則42・平19規則73・平31規則35・一部改正)

http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/word/q201FG00013477.rtf



